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市営住宅入居申込みのしおり
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市営住宅は、他の民間住宅とは異なり、公営住宅法、門真市営住宅条例
などに基づき、収入基準や世帯構成など様々な制限がありますので、この
『申込みのしおり』を最後までよくお読みになった上で申し込んでください。



１１．． 申申込込みみ資資格格ににつついいてて

共共通通申申込込資資格格  

市市営営住住宅宅にに申申しし込込みみさされれるる方方はは、、次次のの①①～～⑥⑥ののすすべべててのの条条件件をを満満たたししてていいるる必必要要ががあありりまますす。。  

① 申込者本人及び同居者が暴力団員でないこと。

② 収入基準に合う方（入居予定者全員の収入を合算します。）

・あなたの世帯の収入が、収入基準を満たしているかについては、１４～２１ページの

「５．月収額の計算のしかた」をよく読んで確かめてください。

・市営住宅は計算後の月収額が 158,000 円以下の方が申込みできます。

※「裁量世帯（11 ページ参照）」に該当する方は、計算後の月収額が 214,000 円以下で

あれば、申込みできます。

③ 現在、住宅に困っておられる方

・市営住宅、府営住宅を借りておられる方（名義使用人）は申し込みできません。

・持家の方も原則として申し込みできません。(入居時までに家屋の所有権を移転されるなど

処分を予定している場合は、申込みできます。)

④ 一般世帯向け（２ページ）と若者世帯向け（７ページ）は、申込者本人が大阪府内に住所を

有しているか、勤務している方が申込みできます。

福祉世帯向け（３～６ページ）と車いす常用者世帯向け（８ページ）は、申込者本人が

門真市内に住所を有しているか、勤務をしている方が申込みできます。

・住民票の写しまたは勤務している又は勤務することが確実であることを証明する書類が

入居資格審査時に必要です。

・勤務予定者は、募集期間末日より起算して２カ月以内に、門真市内の事業所に

勤務することが確実であることが必要です。

⑤ 家賃の支払い能力があること。

⑥ 過去に市営住宅に居住していた方については、不正な使用（無断退去・滞納など）をしたことがない

こと。

☆☆多多子子世世帯帯にに対対すするる優優遇遇ににつついいてて
募集期間末日現在で、１８歳未満の子どもを３人以上扶養している世帯に抽選番号を２つ付与します。

適用を受ける場合は、「市営住宅入居申込書」の多多子子世世帯帯優優遇遇制制度度の□□に必ず✓を入れてください。

※注意事項

・この制度は抽選の際の優遇措置であって、必ずしも当選を保証するものではありません。

・募集期間末日において、１８歳未満の子どもを３人以上扶養している世帯のみ✔を入れて

ください。

（子ども（１人）の年間の合計所得が４８万円以下（給与のみの場合は給与収入が１０３万円以下）

でなければ、扶養していることにはなりませんのでご注意ください。）

・該当する世帯であっても✔がない場合、優遇措置は受けられません。

・同居しようとする方（入居予定者）の中に、１８歳未満の子どもが３３人以上いない場合は、

該当しません。（例：遠隔地扶養をしている子どもを含めて３人以上子どもがいる場合など）

・募募集集期期間間末末日日ににおおいいてて、、出出生生ししてていいななけけれればば、、人人数数にに含含みみまませせんん。。

（（注注意意））９９ペペーージジかからら１１００ペペーージジのの「「２２．．申申込込みみのの無無効効・・失失格格・・注注意意事事項項ににつついいてて」」もも必必ずずおお読読みみくくだだささいい。。  
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一一般般世世帯帯向向けけ（（市市外外申申込込可可））  

共共通通申申込込資資格格（（１１ペペーージジ参参照照））ののすすべべててのの条条件件をを満満たたししたたううええでで、、かかつつ、、次次のの条条件件をを満満たたししてていいるる必必

要要ががあありりまますす。。  

※申込時点において、申込者本人が大阪府内に住んでいるか、勤務をしている（募集期間末日より

起算して２ヵ月以内に、大阪府の事業所に勤務することが確実な場合を含む）方。  

◎現に生計を一にしている同居者または同居しようとする親族がある方

内縁関係にある方や婚約者のある方、性的マイノリティでパートナーシップ関係にある方（「以下、

パートナーシップ関係にある方」という）も申し込むことができます。

・内縁関係の方は、その関係が住民票の続柄の欄で、未届の妻（夫）であることが確認できる

場合に限ります。

・婚約者のある方は、別途『婚約証明書』および期限内に婚約者と同時に入居する旨の

『誓約書』が必要です。（当選後、婚約証明書および誓約書の用紙は郵送します。）

・※パートナーシップ関係にある方は、その関係が、大阪府又は大阪府内の自治体が

パートナーシップ宣誓したことを証明した書類で確認できる場合に限ります。 

（（注注意意））９９ペペーージジかからら１１００ペペーージジのの「「２２．．申申込込みみのの無無効効・・失失格格・・注注意意事事項項ににつついいてて」」もも必必ずずおお読読みみくくだだささいい。。  
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福福祉祉世世帯帯向向けけ  

共共通通申申込込資資格格（（１１ペペーージジ参参照照））ののすすべべててのの条条件件をを満満たたししたたううええでで、、かかつつ、、次次のの条条件件をを満満たたししてていいるる必必

要要ががあありりまますす。。  

■高高齢齢者者世世帯帯
申込者本人が募集期間末日現在で 6600 歳歳以以上上の方であって、次の①～③のいずれかの親族とのみ

同居し又は同居しようとする世帯 

① 配偶者（内縁関係にある方、パートナーシップ関係にある方を含む）

② 18 歳未満の児童（世帯を不自然に分割した方を除く）

③ 60 歳以上の方

(注意)同居される方の中に、上の①～③のいずれにもあてはまらない方がおられる場合には、

高齢者世帯とみなしません。 

なお、年齢については、募集期間末日現在での満年齢です。 

■■ひひととりり親親世世帯帯
申込時点で次の①～⑤のいずれかにあてはまり、募集期間末日現在で 2200 歳歳未未満満のの児児童童をを扶扶養養

している世帯 

① 死別、離婚又は婚姻によらないで母又は父となった方

(ア) 配偶者と死別した方であって、現に婚姻をしていない方

(イ) 離婚した方であって、現に婚姻をしていない方

(ウ) 婚姻によらないで母又は父となった方であって、現に婚姻をしていない方

ただし、当該者が未成年である場合は、現に親等に扶養されておらず、法定代理人の

同意を得た方に限る。

② 配偶者の生死が１年以上明らかでない方（警察へ行方不明者届の届出をしている場合）

③ 配偶者から１年以上遺棄されている方（住民票上１年以上配偶者と離れている場合）

④ 母子世帯等に準じる状況にある世帯

（配偶者の暴力等により、婚姻関係が事実上破綻している場合）

大阪府各子ども家庭センター等で母子世帯等に準じる状況にある世帯として証明を受けられ

る方 

⑤ その他

(ア) 配偶者が海外にいるため、その扶養を受けられない方

(イ) 配偶者が精神又は身体の障がいにより、長期にわたって労働能力を失っている方

(ウ) 配偶者が法令により 1 年以上拘禁され、長期にわたってその扶養を受けられない方

(注意-１) 上記②、③、⑤－(ウ)の基準となる日は、募集期間の末日です。

(注意-２) 20 歳未満の児童であっても、年間の合計所得金額が 48 万円以下（給与のみの場合は

給与収入が 103 万円以下）でなければ、扶養していることにはなりませんので、ご注意 

ください。 
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■■障障ががいい者者世世帯帯
２人以上の親族で構成される世帯であって、申込者本人または同居しようとする親族に次の①～

④のいずれかに該当する方がいる世帯

① 身体障がい者世帯

身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方

② 精神障がい者世帯

精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると

認められる方

③ 知的障がい者世帯

療育手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると判定された方

④ 結核回復者世帯

結核による長期療養者で、日常生活が制限され、かつ、入居時までに退院可能な方又は申

込日において退院後３年を経過していない方

    (注意)上記①、②、③については、募集期間末日現在で要件を満たしていることが必要です。 

■■ハハンンセセンン病病療療養養所所入入所所者者等等のの世世帯帯
申込者本人又は同居しようとする親族に、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等

に関する法律第２条に規定するハンセン病療養所入所者等がいる世帯

■ＤＤＶＶ被被害害者者世世帯帯
２人以上の親族で構成される世帯であって、配偶者から暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る法律（以下「配偶者暴力防止等法」という。）第 1 条第２項に規定する被害者及び配偶者暴力防

止等法第 28 条の２に規定する関係にある相手からの暴力を受けた方がいる世帯で次のいずれか

に該当する世帯

(ア) 配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号（配偶者暴力防止等法第 28 条の２において準用す

る場合を含む。）の一時保護、同法第５条の婦人保護施設における保護（配偶者暴力防止等

法第 28 条の２において準用する場合を含む。）又は児童福祉法第 23 条第１項の母子生活

支援施設における保護が終了した日から起算して５年を経過していない者。

（注意：大阪府女性相談センターが発行する証明書が必要です。）

(イ) 配偶者暴力防止等法第 10 条第１項（配偶者暴力防止等法第 28 条の２において準用する場

合を含む。）の規定により裁判所がした命令の申し立てを行った者で当該命令がその効力を

生じた日から起算して５年を経過していない方。

（注意：裁判所が命令した保護命令決定書の写しが必要です。）

(ウ) （ア）（イ）以外の配偶者暴力対応機関、行政機関又は関係機関と連携して DV 被害

者支援を行っている民間支援団体において、「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被

害申出受理確認書」が発行されている者も同様に取り扱う。
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■■犯犯罪罪被被害害者者等等世世帯帯
２人以上の親族で構成される世帯であって、申込者本人は又はその同居しようとする親族が次の

（ア）～（ウ）のすべてに該当する世帯

（ア） 門真市内における殺人、放火、強制性交等の実行行為の犯罪被害者で被害が発生した

日から５年以内（募集期間末日現在）の方

（イ） （ア）の犯罪により従前の住宅に居住することが困難になった方

（ウ） （ア）の犯罪被害状況について確認できる方

(注意) 上記（ア）には、危険運転致死を含む

■単単身身者者
次の①～⑪のいずれかに該当している単身者

① 年齢が 60 歳以上の方

（注意）年齢については、募集期間末日での満年齢です。

② 身体障がい者

身体障がい者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が１級から４級までの方

③ 精神障がい者

精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方又は同程度の障がいを有すると認めら

れる方

④ 知的障がい者

療育手帳の交付を受けている方又は知的障がい者更生相談所において療育手帳の交付

を受けている方と同程度の障がいを有すると判定された方

⑤ 戦傷病者

戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その障がいの程度が、特別項症から第六項症ま

で、又は第１款症である方

⑥ 原子爆弾被爆者

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第 11 条第１項の規定による厚生労働大臣の

認定を受けている方

⑦ 生活保護受給者

生活保護又は、中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方

⑧ 海外からの引揚者

海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年以内の方（厚生労働省社会・援

護局長の発行する永住帰国者証明書の交付を受けている方）

⑨ ハンセン病療養所入所者等

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第２条に規定するハン

セン病療養所入所者等

⑩ ＤＶ被害者

配偶者から暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下「配偶者暴力防止等法」と

いう。）第１条第２項に規定する被害者及び配偶者暴力防止等法第 28 条の２に規定する関

係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当する方
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(ア) 配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号（配偶者暴力防止等法第 28 条の２にお

いて準用する場合を含む。）の一時保護、同法第５条の婦人保護施設における

保護（配偶者暴力防止等法第 28 条の２において準用する場合を含む。）又は児

童福祉法第 23 条第１項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起

算して５年を経過していない者。

（注意：大阪府女性相談センターが発行する証明書が必要です。）

(イ) 配偶者暴力防止等法第 10 条第１項（配偶者暴力防止等法第 28 条の２において

準用する場合を含む。）の規定により裁判所がした命令の申し立てを行った者で

当該命令がその効力を生じた日から起算して５年を経過していない方。

（注意：裁判所が命令した保護命令決定書の写しが必要です。）

(ウ) （ア）（イ）以外の配偶者暴力対応機関、行政機関又は関係機関と連携して DV 被

害者支援を行っている民間支援団体において、「公営住宅への入居等に関する

配偶者暴力被害申出受理確認書」が発行されている者も同様に取り扱う。

⑪ 犯罪被害者

（ア）～（ウ）のすべてに該当する方

（ア）門真市内における殺人、放火、強制性交等の実行行為の犯罪被害者で被害が

発生した日から５年以内（募集期間末日現在）の方

（イ）（ア）の犯罪により従前の住宅に居住することが困難になった方

（ウ）（ア）の犯罪被害状況について確認できる方

(注意) 上記（ア）には、危険運転致死を含む

（注意） ①～⑪の要件については、募集期間末日現在で満たしていることが必要です。 

（（注注意意））９９ペペーージジかからら１１００ペペーージジのの「「２２．．申申込込みみのの無無効効・・失失格格・・注注意意事事項項ににつついいてて」」もも必必ずずおお読読みみくくだだささいい。。  

- 6 - 



若若者者世世帯帯向向けけ（（市市外外申申込込可可））  

  共共通通申申込込資資格格（（１１ペペーージジ参参照照））ののすすべべててのの条条件件をを満満たたししたたううええでで、、かかつつ、、次次のの条条件件をを満満たたししてていいるる必必

要要ががあありりまますす。。  

※申込時点において、申込者本人が大阪府内に住んでいるか、勤務をしている（募集期間末日より

起算して２ヵ月以内に、大阪府の事業所に勤務することが確実な場合を含む）方。  

■若若者者世世帯帯
申込者本人及び配偶者（内縁関係にある方及び婚約者、パートナーシップ関係にある方を含

む）が募集期間末日現在において 40 歳未満である世帯。

子どもを含む世帯の場合は、子が小学生以下（募集期間末日現在）からなる世帯に限ります。

※婚約者のある方は、申込時点で婚約中であり、婚姻する日が募集期間末日から

１年以内である方。

※パートナーシップ関係にある方は、その関係が、大阪府又は大阪府内の自治体が

パートナーシップ宣誓したことを証明した書類で確認できる場合に限ります。

【【ひひととりり親親世世帯帯ででああっっててもも次次のの要要件件にに該該当当すするる場場合合はは応応募募可可】】  
申込者本人と現在同居しているか、又は同居しようとする小学生以下（募集期間末日 

現在）の子どもを含む親子を中心とした２人以上の親族からなる世帯。 

（（注注意意））９９ペペーージジかからら１１００ペペーージジのの「「２２．．申申込込みみのの無無効効・・失失格格・・注注意意事事項項ににつついいてて」」もも必必ずずおお読読みみくくだだささいい。。  
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車車いいすす常常用用者者世世帯帯向向けけ  

  車いす常用者世帯向け住宅とは、車いす常用者が住宅の中において、支障なく日常生活が送れるよ

う特別設計された住宅です。 

 道路から住棟へスロープを設置し、段差を解消することで、容易に住宅内を移動できるようにしていま

す。また、住棟の１階にありますので、バルコニーからスロープで屋外にも移動できます。 

共共通通申申込込資資格格（（11 ペペーージジ参参照照））ををすすべべてて満満たたししたた上上でで、、募集末日現在において、身体障がい者手帳

又は戦傷病者手帳の交付を受けており、かつ、下肢又は体幹の機能障がいの程度が高い車いす常用

者の方がいる世帯

（注意）車いす常用者とは、室内及び室外において、常に車いすを使用している方をいいます。 

（（注注意意））９９ペペーージジかからら１１００ペペーージジのの「「２２．．申申込込みみのの無無効効・・失失格格・・注注意意事事項項ににつついいてて」」もも必必ずずおお読読みみくくだだささいい。。  
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      ２２．．  申申込込みみのの無無効効・・失失格格・・注注意意事事項項ににつついいてて

次次ののよよううなな場場合合はは申申込込みみをを無無効効ととししまますす。。ななおお、、受受けけつつけけたた後後、、当当選選ししててもも失失格格ととななりりまますす。。  

① 申込者本人及び同居しようとする方が、暴力団員である者。

② 重複申込みをしたとき。

・１世帯（婚約者との申込みの場合等も１世帯とする。）で２通以上申込みされたとき。

・また、申込者本人又は同居しようとする方として申込書に記載のある方は、他の世帯で申込むこ

とはできません。

・申込書による申込みと電子申請を重複しての申込みもできません。

③ 申込書等に不正の記載があったとき。

④ 必要事項が記載されていないとき。

⑤ 申込資格がないとき。

⑥ 友人等の寄合世帯や世帯を不自然に分割して申込みがあったとき。

次のような申込みは、原則としてできません。

（例１） 夫婦どちらか一方のみによる申込み。 

（例２） 兄弟姉妹で申込み。（両親の死亡の場合や、今回入居しようとする方全員が単身資格

要件を満たしている場合を除く） 

（例３） 祖父母と扶養関係のない孫との申込み。 

（例４） おじ・おば・甥・姪・いとこ等との申込み。 

（例５） 今回入居しようとする者以外の人に扶養されている者が含まれている場合の申込み。 

⑦ 申込書に記載した方全員が同時に入居できないとき、申込後、同居しようとする親族の変更

（死亡・出生の場合は再審査を行います。）はできません。また、婚約者が変わったときも同じです。

⑧ 当選後、指定された期日までに、審査必要書類の提出がないとき。

⑨ 申込みされた応募区分の資格を確認できないとき。

 

敷金・緊急連絡先届出書 

・敷金は、入居の際の家賃の３ヵ月分です。（入居手続時に、納入していただきます。）

・入居時には「緊急連絡先届出書」（同居親族以外の方）の提出が必要です。

収入申告 

・家賃は、入居者全員の収入と住宅の築年数や所在地、広さなどによって、毎年度決定されます。

そのため、収入の有無にかかわらず、世帯全員の収入を必ず申告してください。申告がなけれ

ば、近傍同種の家賃（民間賃貸住宅と同程度の家賃）をお支払いいただくことになります。

共益費 

・給水施設、電灯など入居者の共用部分の施設にかかる維持運営費（共益費）を家賃とは別に、

入居者に負担していただきます。

申申込込みみのの無無効効・・失失格格

入入居居さされれるる場場合合のの注注意意事事項項

- 9 - 



収収入入超超過過者者ななどどのの市市営営住住宅宅明明渡渡しし努努力力義義務務  

・入居後３年又は５年を経過した方で、一定の収入を超える収入がある場合は、収入超過者または

高額所得者の認定を行います。認定を受けたときの家賃は、収入超過者にあっては収入の区分

に応じた一定期間後に近傍同種の住宅の家賃となり、高額所得者にあっては近傍同種の住宅

の家賃となることに加えて、住宅明渡しの義務が課せられます。 

月収額 158,000 円を超える（裁量世帯では月収額 214,000 円を超える）世帯は、収入超過者と認

定されます。 

駐駐車車場場  

・市営住宅には、駐車場の使用者資格や自動車規格の制限があります。

また、住宅によっては新たに入居される方がただちに利用できる余裕が無い場合があります。

よって、新たに入居される方で入居後、車を利用される方は、ご自身で市営住宅外の保管場所を

確保していただくことが必要な場合があります。（住宅敷地内に無断で駐車しないでください。）

ペペッットトのの飼飼育育  

・市営住宅は集合住宅であり、住宅の構造上、動物の飼育には適していません。犬猫などの動物を

住宅内で飼うことは近所迷惑となり、入居者間のトラブルの原因になりますので、飼わないでくだ

さい。

なお、一部の住宅で動物飼育が可能となっているケースがありますが、一定の手続きを経て飼育

が可能となったものであり、原則は禁止されています。

【飼育が可能な住宅】 

北岸和田住宅 

※飼育条件やルールがあります。詳しいことは、門真市営住宅管理センターへご確認ください。

浴浴槽槽・・風風呂呂釜釜等等  

浴槽「無」住戸の浴槽・風呂釜は、原則、入居者の個人負担で設置していただくことになっておりま

す。 

・一部の住宅では、大阪ガス㈱の浴槽・風呂釜のメンテナンスリース制度を利用していただくことが

できます。

なお、入居される住戸に、既にリースの浴槽・風呂釜が設置されている場合、大阪ガス㈱とリース

契約を行い、引き続きご利用くださいますようお願いします。

リース制度では、浴槽・風呂釜の月額リース料金は 3,325 円～4,590 円（税込）程度です。（保証

金 10,000 円が別途必要です。）

※※リリーースス制制度度がが利利用用ででききなないい住住戸戸タタイイププももあありりまますすののでで、、ごご注注意意くくだだささいい。。

・また、一部の住宅では、前入居者が個人で設置した浴槽・風呂釜について、再利用可能な浴

槽・風呂釜が設置されている場合、無償譲渡を受けて使用していただくことができます。

入居される住戸に、再利用可能な浴槽・風呂釜が設置されている場合、譲渡の条件を承諾のうえ

使用してくださいますようお願いします。なお、該当する住戸については、「入居案内」送付時

にお知らせします。
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３３.. 裁裁量量世世帯帯ににつついいてて

 次に該当する世帯の方は、計算後の月収額が 158,000 円を超える場合でも 214,000 円以下であれば

申込みできます。 

対   象   世   帯 世 帯 要 件 

66 00 歳歳 以以 上上 のの 世世 帯帯  
申込者本人が 60 歳以上であって、かつ、同居者のいずれもが 60 歳以上

の世帯。なお、年齢については募集期間の末日現在での満年齢をいいま

す 

身身 体体 障障 がが いい 者者 世世 帯帯  
  申込者本人又は同居親族に、身体障がい者手帳１級から４級までの交付

を受けている方がいる世帯  

精精 神神 障障 がが いい 者者 世世 帯帯  
申込者本人または同居者に、精神障がい者保健福祉手帳１級又は２級の

交付を受けた方、又は現に医療にあたり、当該精神障がい者の事情に精

通する精神科医により、同程度の障がいがあると診断された方がいる世帯  

知知 的的 障障 がが いい 者者 世世 帯帯  

申込者本人又は同居者に、療育手帳の交付を受けている方で、その障が

いの程度が A 又は B１の方、又は同程度の障がいを有する子ども家庭セ

ンター若しくは大阪府障がい者自立相談支援センターの長により判定され

た方がいる世帯

戦戦 傷傷 病病 者者 世世 帯帯  
申込者本人又は同居者に、戦傷病者手帳の交付を受けている方で、その

障がいの程度が特別項症から第６項症まで又は第１款症の方がいる世帯 

原原子子爆爆弾弾被被爆爆者者世世帯帯  
申込者本人又は同居者に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律

第 11 条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世

帯  

海海外外かかららのの引引揚揚者者世世帯帯  
申込者本人又は同居者に、海外からの引揚者あることの証明書(厚生労働

省社会・援護局長の発行する永住帰国証明書)の交付を受けている方で、

日本に引き揚げた日から起算して５年を経過していない方がいる世帯  

ハハンンセセンン病病療療養養所所入入所所者者等等
申込者本人又は同居者に、平成８年３月 31 日までの間に厚生労働大臣

が定めるハンセン病療養所に入所していた方がいる世帯 

1188 歳歳以以下下のの者者ががいいるる世世帯帯  同居者に募集期間の末日現在において、18 歳以下の者がいる世帯 
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４. 申込みから入居まで 
                                      

〇配布場所：門真市営住宅管理センター 

                                        門真市役所別館２階都市政策課 
門真市役所本館受付・門真市役所別館受付 

                                        門真市南部市民センター受付 等 

 
 
 
                                                        ○申込みは、１世帯につき１通に限ります。 

                              （郵送・窓口持参・電子申請のいずれか１通） 

○申込みの際には、次の書類をご提出ください。 

  ・市営住宅入居申込書              

  ・はがき ２枚（申込書の右側にあります） 

※ 電子申請は除く。 

   ※ 内容の審査は、抽選後の入居資格審査時に行い 

     ます。このため、申込の受付をもって入居資格を有

しているということにはなりませんのでご注意くださ

い。 

○窓口持参（門真市営住宅管理センターのみ）又は郵送

（令和７年１２月１５日までの消印有効） 

                                                    

○抽選会の前日までに申込者へ届くようにお知らせしま 

                                                           す。 

 

 

 

○抽選結果は、当日（抽選終了後）市役所別館１階の 

玄関前及び門真市営住宅管理センターに掲示します。

ホームページにも抽選結果を掲載します。 

 

○必ずしも参加する必要はありません。 

○ご参加される場合、会場へはできる限り公共交通機関を 

ご利用ください。（有料駐車場は数に限りがございます） 

 

 

○抽選結果は、当選・落選にかかわらず、全員に 

郵送または電子メールでお知らせします。 

 

      

○指定する入居資格審査日までに次の書類を郵送 

又はご持参ください。 

 

 
   

申込書の受付 
令和７年１２月１日（月） 

         ～１２月１５日（月） 

申込書の配布 
令和７年１２月１日（月） 

         ～１２月１５日（月） 

抽選番号のお知らせ 

公   開   抽   選   会   
と  き ： 令和８年１月１９日（月） 

午前１０時から 

ところ ： 門真市保健福祉センター４階 

会議室１ 

抽選結果のお知らせ 

入居資格審査 

・家族に関する証明書類（住民票・戸籍謄本等） 

・収入に関する証明書類（住民税課税証明書等） 

・家屋に関する証明書類（賃貸借契約書・登記簿謄本等） 
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〇 提出いただいた書類で確認できない事項があると 

 きは、さらに書類の提出をお願いします。 

○ 審査の結果

・合格された方には合格の旨と入居時期について

お知らせします。

・失格された方にはその旨をお知らせします。

○入居に関する手続の説明をします。

○ 入居手続を完了された方に鍵をお渡しします。

・ 緊急連絡先届出書（同居親族以外の方）の提出が

必要です。

・ 敷金は当初家賃の３ヶ月分です。

・ 当初家賃は１ヶ月分先払いとなります。

（月の途中での入居の場合は、日割り計算します。）

○入入居居手手続続完完了了後後、、入入居居承承認認書書にに記記載載のの入入居居期期限限ままでで

にに入入居居ししてて下下ささいい。。

追追加加書書類類のの請請求求  

入居資格審査結果のおしらせ 

入居予定者決定

入入居居手手続続・・入入居居承承認認書書・・カカギギ交交付付  

（（令令和和８８年年４４月月下下旬旬以以降降予予定定））  

ご     入     居 

失失格格通通知知  

入  居  説  明   

入入居居案案内内一一式式（（入入居居説説明明会会日日時時・・場場所所、、敷敷金金・・家家賃賃・・

共共益益費費、、浴浴槽槽ににつついいてて等等のの書書類類））ををおお送送りりししまますす。。  

合合格格通通知知  

- 13 - 



５５.. 月月収収額額のの計計算算ののししかかたた

月月収収額額をを計計算算すするる前前にに次次ののここととをを確確かかめめててくくだだささいい。。  

①① ああななたたのの同同居居又又はは同同居居ししよよううととすするる親親族族とと扶扶養養親親族族のの数数はは？？

②② ああななたたのの世世帯帯のの総総収収入入金金額額又又はは総総所所得得金金額額はは？？

③③ ああななたたのの世世帯帯のの収収入入がが基基準準ににああっってていいまますすかか？？

①① 同同居居親親族族、、扶扶養養親親族族ととはは？？ ②②ああななたたのの世世帯帯のの総総収収入入金金額額又又はは総総所所得得金金額額

ががいいくくららででああるるかか調調べべままししょょうう。。

1. 入居しようとする親族（本人を除く）

2. 入居しない遠隔地扶養親族

（注）家族を不自然に分割又は合併した場合

 には申込みできません。 

給給与与所所得得者者でですすかか？？  年年金金所所得得者者でですすかか？？  そそのの他他のの所所得得者者（（事事業業所所得得者者））でですすかか？？

給給与与所所得得者者ととはは 年年金金所所得得者者ととはは そそのの他他のの所所得得ととはは

俸給、給料、賃金、ボーナスなど

の所得です。 

たとえば、会社員、店員、パー

ト、事業専従者などの収入をい

います。

給与所得でいう総収入金額とは

給与所得控除をする前のもので

ボーナス、手当などを含んだ金

額です。（ただし、非課税所得は

含みません。）

厚生年金、国民年金、恩給など

の所得です。 

たとえば老齢年金、退職年金を

いいます。 

その他、法律により非課税とさ

れている各種年金（障がい年

金、遺族年金、福祉年金等）に

ついては、所得は０円としてくだ

さい。 

事業所得、利子所得、配当所

得、不動産所得、雑所得などの

所得です。 

たとえば、自営業、サービス業、

外交員などの所得をいいます。 

これらの所得で税の申告をして

いる方は、所得金額を十分に確

かめてください。 

注注意意事事項項

① 所所得得ととししなないいもものの…生活保護の各種扶助、法律により非課税とされている各種年金（遺族年金等）

などの非課税所得については所得０円で計算してください。 

② 退退職職予予定定のの場場合合……申込みのときは働いているが、出産、結婚、定年退職などの理由で、入居の 

ときまでに退職しなければならない人で、以後無職無収入となる人は、退職予定 

 と記入のうえ、収入は０円として計算してください。 

③ 勤勤務務すするるここととがが……勤務開始後、１ヶ月分の収入実績に基づいて審査を受けた後でなければ入居 

確確実実なな方方のの場場合合  できません。    

④ 求求職職中中のの場場合合………申込み末日時点で職の決まっていない方は、収入が０円として計算してください。

⑤ 無無職職無無収収入入のの場場合合…高齢や身体に障がいがあるなどの理由により、就労が困難な方は、無職

（収入は０円）で申し込んでください。 

⑥ 妊妊娠娠中中でで申申しし込込むむ…妊娠中で申し込む場合は、募集期間末日において出生していなければ控除など

        場場合合 の人数に含みません。 

※※①①～～⑤⑤ににつついいててはは、、資資格格審審査査時時にに証証明明書書がが必必要要でですす。。
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③③ ああななたたのの世世帯帯のの収収入入がが収収入入基基準準ににああっってていいるるかか計計算算ししてて確確かかめめままししょょうう。。

給給与与所所得得者者のの場場合合 年年金金所所得得者者のの場場合合 そそのの他他のの所所得得者者のの場場合合

前年中の年間総収入を確かめま   １年間の年金額を確かめましょう。    前年中の年間総所得金額を確かめ 

   しょう。   ましょう。 

16～18 ページの「月収額の計算の   20～21 ページの「月収額の計算の  19 ページの「月収額の計算の 

しかた（その１）（その２）」で計算して しかた（その４）」で計算してください。  しかた（その３）」で計算してください。 

ください。 
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月月収収額額のの計計算算ののししかかたた（その１） 給給与与所所得得者者のの場場合合 

年 間 総 収 入 の計 算  

年
間
総
収
入
金
額
は
、
賞
与
、
臨
時
給
与
、
手
当
な
ど
を

含
め
た
税
込
み
の
金
額
で
す
。 

就
職
時
期
に
合
わ
せ
て
該
当
す
る
欄
を
み
て
計
算
し
て
く

だ
さ
い
。 

仕事を始めた時期 計  算  の  し  か  た 

① 現在の勤務先に前年

１月１日以前から引き続き

勤務している方

前年中の年間総収入金額 

（源泉徴収票の支払金額の欄） 

② 現在の勤務先に前年

１月２日以降に就職し、

現在まで１年以上勤務

している方

勤務した翌月から 12 ヶ月間の総収入金額 

③ 現在の勤務先に就職して

からまだ１年にならない方

勤務した翌月から申込み月の前月までの総収入金額をもと

に次により計算した推定金額 

 総収入金額  －  賞与   ×12  ＋  賞与 

勤務した翌月から申込み月の前月までの月数  

      ＝１年間の推定総収入金額 

④ 現在の勤務先に勤めて

まだ１ヶ月分の給料を

受けていない方

雇用条件にもとづき支給が予定されている１ヶ月分の給与を

12 倍した年間の推定総収入金額 

※ １年のうち病気、欠勤などのため、収入が著しく減少した

月の収入は、これを除いたうえ、上表③の計算のしかたで

計算してください。

※ 雇用されることが確実な方は、④により計算してください。

年間総収入金額 年間総収入金額

円 円  

※10万円未満のときはその金額 

年間給与所得金額  年間給与所得金額

円 円 

年間給与所得の合計額 

円 次のページへ

㋐㋐ 円円未未満満 年年間間給給与与所所得得==00

㋑㋑ 円円以以上上 円円未未満満 年年間間総総収収入入金金額額--555500,,000000円円

㋒㋒ 円円以以上上 円円未未満満 年年間間給給与与所所得得==11,,006699,,000000円円

㋓㋓ 円円以以上上 円円未未満満 年年間間給給与与所所得得==11,,007700,,000000円円

㋔㋔ 円円以以上上 円円未未満満 年年間間給給与与所所得得==11,,007722,,000000円円

㋕㋕ 円円以以上上 円円未未満満 年年間間給給与与所所得得==11,,007744,,000000円円

㋖㋖ 円円以以上上 円円未未満満 ＡＡ××00..66  ++110000,,000000円円

㋗㋗ 円円以以上上 円円未未満満 ＡＡ××00..77  ｰー    8800,,000000円円

㋘㋘ 円円以以上上 円円未未満満 ＡＡ××00..88  ｰー  444400,,000000円円

㋙㋙ 円円以以上上 円円未未満満 年年間間総総収収入入金金額額××00..99--11,,110000,,000000円円

㋚㋚ 円円以以上上 年年間間総総収収入入金金額額--11,,995500,,000000円円

年年間間総総収収入入金金額額

11,,662244,,000000 11,,662288,,000000

11,,662288,,000000

11,,662222,,000000 11,,662244,,000000

年年間間給給与与所所得得金金額額

555511,,000000

555511,,000000 11,,661199,,000000

11,,662200,,000000 11,,662222,,000000

11,,661199,,000000 11,,662200,,000000

66,,660000,,000000

11,,880000,,000000 33,,660000,,000000

11,,880000,,000000
年年間間総総収収入入金金額額をを44000000でで
割割りり、、そそのの答答ええのの11円円未未満満
をを切切捨捨ててたた後後にに44000000をを掛掛
けけ戻戻ししてて計計算算ししたた額額をを、、
右右ののＡＡににああててははめめててくくだだ
ささいい。。

88,,550000,,000000

66,,660000,,000000 88,,550000,,000000

33,,660000,,000000

−−最最高高1100万万円円※※

−−1100万万円円
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前ページより 

年年間間給給与与所所得得金金額額かからら、、次次のの控控除除額額をを差差しし引引いいててくくだだささいい。。

控除の種類と金額 控除額 

① 同居及び扶養親族控除
（ 入居しようとする親族（ 本人を除く ）及び遠隔地扶養親族 ） 

    38万円     ×        人 円 

② 老人控除対象配偶者控除

③ 老人扶養控除
（ 控除対象配偶者又は、扶養親族が７０歳以上である場合 ） 

    10万円     ×        人 円 

④ 特定扶養控除
（ 扶養親族（  配偶者を除く ）が１６歳以上２３歳未満である場合） 

    25万円     ×        人 円 

⑤ 障がい者控除
( 障がい者がいる場合 )

    27万円     ×        人 円 

⑥ 特別障がい者控除
（ 特別障がい者がいる場合 ） 

    40万円     ×        人 円 

⑦ 寡婦控除

最最高高 2277 万万円円 人人  
（計算後の所得金額が 27 万円未満のときは、その額） 円 

⑧ ひとり親控除

最最高高 3355 万万円円   人人  
（計算後の所得金額が 35 万円未満のときは、その額） 円 

控除額の合計額 

円 

控除後の所得額 申込世帯の月収額 

÷÷1122 

円 円  

次次のの収収入入基基準準をを超超ええなないいかかどどううかか確確かかめめてて、、申申込込んんででくくだだささいい。。  

ここのの収収入入基基準準ににああててははままららなないいととききはは、、申申込込みみででききまませせんん。。  

申  込 世 帯  の  計  算  後  の  月  収  額 

158,000 円以下の方 

※ 申込みのしおり 1１ページに記載している裁量世帯に該当する方は、計算後の月収額が

158,000 円を超える場合でも 214,000 円以下であれば申込むことができます。

※控除に関する詳

しい説明は、2222

ペペーージジをご覧くだ

さい。
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月月収収額額のの計計算算ののししかかたた（その２） 日日雇雇労労働働者者ななどどのの方方 

   給与所得者として賃金をもらっている日雇の方は、１６～１７ページの「給与所得者の場合」により計算してください。

その他の所得として所得申告の際に、税務署に自己申告をしている人は、下の計算で行ってください。 

年間所得金額の計算 

① 前年１月１日以前から引続き現在

まで同じ日雇をしている方 
前年中の年間所得金額 

（前年分の所得税確定申告書控の所得金額） 

② 前年１月２日以後に現在の日雇を

始めた方

日雇を始めた翌月からの所得金額でもって計算する。 

（収入期間のとり方については、「給与所得者の場合」（16～17ページ）

の例にならってください。 

年間所得金額 

円 

左上の年間所得金額から控除額を差し引いてください。 

各   控   除   額    控除額および計算のしかたについては、「給与所得者の 

   場合」（16～17 ページ）の例にならってください。 

円 

控除後の所得額 

円 

÷12

申込世帯の月収額 

円円  

次次のの収収入入基基準準をを超超ええなないいかかどどううかか確確かかめめてて、、申申込込んんででくくだだささいい。。  

ここのの収収入入基基準準ににああててははままららなないいととききはは、、申申込込みみででききまませせんん。。  

申  込 世 帯  の  計  算  後  の  月  収  額 

158,000 円以下の方 

※ 申込みのしおり 1１ページに記載している裁量世帯に該当する方は、計算後の月収額が

158,000 円を超える場合でも 214,000 円以下であれば申込むことができます。
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月月収収額額のの計計算算ののししかかたた（その３） そそのの他他のの所所得得者者のの場場合合 

年間所得金額の計算 

開 業 等 の 時 期 計 算 の し か た 

前年１月１日以前から引続き現在

まで同じ事業をしている方 

    前年中の年間所得金額 

（前年分の所得税確定申告書控の所得金額） 

 所得金額 ＝ 年間総収入金額 － 必要経費 

前年１月２日以後に現在の事業を

始めた方 

事業を始めた翌月からの所得金額でもって計算する。 

（収入期間のとり方等については、「給与所得者の場合」 

（16～17 ページ）の例にならってください。） 

年間所得金額 

円 

左上の年間所得金額から控除額を差し引いてください。 

各   控   除   額    控除額および計算のしかたについては、「給与所得者の 

場合」（16～17 ページ）の例にならってください。 

円 

控除後の所得額 

円 

÷12 

申込世帯の月収額 

円円  

次次のの収収入入基基準準をを超超ええなないいかかどどううかか確確かかめめてて、、申申込込んんででくくだだささいい。。  

ここのの収収入入基基準準ににああててははままららなないいととききはは、、申申込込みみででききまませせんん。。  

申  込 世 帯  の  計  算  後  の  月  収  額 

158,000 円以下の方 

※ 申込みのしおり 1１ページに記載している裁量世帯に該当する方は、計算後の月収額が

158,000 円を超える場合でも 214,000 円以下であれば申込むことができます。

- 19 - 



月月収収額額のの計計算算ののししかかたた（その４） 年年金金所所得得者者のの場場合合 

年年間間総総収収入入のの計計算算

年
間
総
収
入
の
計
算

① 引続き１年以上年金を

支給されている方

前年中の支払年金額。なお、年金額の改定があった 

 ときは改定通知書の支払年金額 

   （ ２種類以上の課税対象年金を支給されている場合 

    は、その合計支払年金額 ）

② 年金を支給されて、まだ

１年にならない方

年金証書の支払年金額。なお、年金額の改定があった 

 ときは改定通知書の支払年金額 

   （ ２種類以上の課税対象年金を支給されている場合 

は、その合計支払年金額 ）

年間総収入金額

円円

年年間間総総収収入入金金額額かからら年年間間年年金金所所得得金金額額をを計計算算すするる方方法法  

※10万円未満のときはその金額    ※10万円未満のときはその金額 

次のページへ 

111100万万円円をを超超ええ 6600万万円円をを超超ええ

333300万万円円以以上上 113300万万円円以以上上

441100万万円円以以上上 −−1100万万円円 441100万万円円以以上上 −−1100万万円円

受受給給者者
のの年年齢齢

㋑㋑

㋐㋐

㋓㋓ ((AA))××00..8855--6688万万55千千円円
のの のの

㋓㋓

年年間間総総収収入入金金額額((AA))
受受給給者者
のの年年齢齢 年年間間総総収収入入金金額額((AA))年年間間年年金金所所得得金金額額 年年間間年年金金所所得得金金額額

((AA))--6600万万円円 −−最最高高1100万万円円※※
歳歳 333300万万円円未未満満 歳歳 113300万万円円未未満満

6655
㋑㋑ ((AA))--111100万万円円 −−最最高高1100万万円円※※

6644

111100万万円円以以下下 年年間間年年金金所所得得==００ ㋐㋐ 6600万万円円以以下下 年年間間年年金金所所得得==００

((AA))××00..8855--6688万万55千千円円
方方 777700万万円円未未満満 方方 777700万万円円未未満満

((AA))××00..7755--2277万万55千千円円
上上 441100万万円円未未満満 下下 441100万万円円未未満満

以以
㋒㋒ ((AA))××00..7755--2277万万55千千円円

以以
㋒㋒

㋔㋔ 777700万万円円以以上上 ((AA))××00..9955--114455万万55千千円円㋔㋔ 777700万万円円以以上上 ((AA))××00..9955--114455万万55千千円円
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前ページより 

年間年金所得金額 

円 

左上の年間年金所得金額から控除額を差し引いてください。 

各   控   除   額    控除額および計算のしかたについては、「給与所得者の 

場合」（16～17 ページ）の例にならってください。 

円 

控除後の所得額 

円 

÷12 

申込世帯の月収額 

円円  

次次のの収収入入基基準準をを超超ええなないいかかどどううかか確確かかめめてて、、申申込込んんででくくだだささいい。。

ここのの収収入入基基準準ににああててははままららなないいととききはは、、申申込込みみででききまませせんん。。

申  込 世 帯  の  計  算  後  の  月  収  額 

158,000 円以下の方 

※ 申込みのしおり 1１ページに記載している裁量世帯に該当する方は、計算後の月収額が

158,000 円を超える場合でも 214,000 円以下であれば申込むことができます。
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６６.. 控控除除額額ににつついいてて

① 同居及び扶養親族控除は、市市営営住住宅宅にに入入居居ししよよううととすするる方方でで申申込込者者本本人人をを除除くく人人数数分分をを必必ずず控控除除

してください。

（例． ５人家族の申し込みであれば、 ４人分）

② 特別控除は、所所得得税税法法上上認認定定さされれたた方方でで該該当当すするる種種類類のの控控除除をを必必ずず控控除除してください。

  年齢の基準日は令和７年１２月１５日とします。 

※控除額を誤って計算されますと収入基準に合わない場合がありますのでご注意ください。

最⾼27万円
（計算後の所得⾦額
が27万円未満のとき

は、その額）

最⾼35万円
（計算後の所得⾦額
が35万円未満のとき

は、その額）

ひとり親控除

申込者本⼈⼜は同居親族のうち、現に婚姻をしていない⽅⼜は配偶者の⽣死の
明らかでない⽅で、次の要件のすべてに該当する⽅
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる⽅がいないこと
・⽣計を⼀にする⼦（その年分の総所得⾦額等が４８万円以下で、他の⼈の同
⼀⽣計配偶者や扶養親族になっていない）がいること
・合計所得⾦額が５００万円以下であること

特

別

控

除

 ⽼⼈控除対象
同⼀⽣計配偶者で、７０歳以上の⽅

 配偶者控除
  ⽼⼈扶養控除 扶養親族で、７０歳以上の⽅

扶養親族控除 扶養親族（配偶者を除く）で、１６歳以上２３歳未満の⽅

障がい者控除

申込者本⼈、同居親族⼜は扶養親族のうち、次に該当する⽅
・⾝体障がい者⼿帳の交付を受けている⽅
・戦傷病者⼿帳の交付を受けている⽅
・知的障がい者更⽣相談所等により知的障がいと判定された⽅
・精神障がい者保健福祉⼿帳の交付を受けている⽅など

特別障がい者
控    除

申込者本⼈、同居親族⼜は扶養親族のうち、次に該当する⽅
・⾝体障がい者⼿帳の交付を受けている⽅で、１級⼜は２級に該当する⽅
・戦傷病者⼿帳の交付を受けている⽅で、特別項症から第３項症までに該当す
る⽅
・知的障がい者更⽣相談所等により、重度の知的障がいと判定された⽅など
・精神障がい者保健福祉⼿帳の交付を受けている⽅で、１級に該当する⽅など

寡婦控除

申込者本⼈⼜は同居親族のうち、「ひとり親」に該当せず、合計所得⾦額が５
００万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる⽅がおら
ず、次のいずれかに該当する⽅
・夫と離婚した後婚姻をしておらず扶養親族がいる⽅
・夫と死別した後婚姻をしていない⽅⼜は夫の⽣死が明らかでない⽅

控  除  の  種  類 控 除 対 象 と な る ⽅ 控 除 額
（1⼈につき、年間）

同居及び
扶養親族控除

⼊居しようとする親族（申込者本⼈を除く）及び遠隔地扶養家族 38万円

10万円

25万円

27万円

40万円
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７７.. 月月収収額額計計算算例例

給給与与所所得得者者がが２２人人のの場場合合

１１．．構構      成成  ・ 本   人  （50歳） 年間総収入金額 （会社員）3,460,000円 
・ 妻 （45歳）    無職 ０円   
・ 長   女  （25歳）  年間総収入金額     （会社員）1,380,000円  
・ 長   男  （16歳） 高校生   

２２  ．．計計算算方方法法  （注） 年間総収入金額を年間総所得金額に換算する。 
① 本人の年間給与所得金額   3,460,000円 ÷ 4000 ＝ 865円（１円未満切捨て） 

865円 × 4000 × 0.7 － 80,000円 －100,000円＝ 2,242,000円 
② 長女の年間給与所得金額   1,380,000円 － 550,000円 － 100,000円＝ 730,000円 

○○年年間間総総収収入入かからら金金額額かからら年年間間給給与与所所得得金金額額をを計計算算すするる方方法法

※10万円未満のときはその金額 
③ 申込世帯の月収額

（本人の年間給与所得金額＋長女の年間給与所得金額）－（控除額×人数）  ＝ 申込世帯の月収額
   12 

（2,242,000円＋730,000円）－（38万円×３人＋25万円×１人）   ＝ 131,833 円
  12  

○○控控 除除 額額
① 同居及び扶養

親族控除

【 入居しようとする親族（本人を除く）及び遠隔地扶養親族】 

38万円      ×        ３３  人  ＝                    111144   万円 

② 老人控除対象

配偶者控除

③ 老人扶養控除 10万円      ×    人  ＝      万円 

④ 特定扶養控除

25万円      ×   １１ 人  ＝     2255  万円 

⑤ 障がい者控除

27万円      ×    人  ＝      万円 

⑥ 特別障がい者

控除 40万円      ×    人  ＝              万円 

⑦ 寡婦控除 最高27万円      人 ＝    万円 
（計算後の所得金額が27万円未満のときは、その額） 

⑧ ひとり親控除 最高35万円      人 ＝    万円 
（計算後の所得金額が35万円未満のときは、その額） 

㋐㋐ 円円未未満満 年年間間給給与与所所得得==00

㋑㋑ 円円以以上上 円円未未満満 年年間間総総収収入入金金額額--555500,,000000円円

㋒㋒ 円円以以上上 円円未未満満 年年間間給給与与所所得得==11,,006699,,000000円円

㋓㋓ 円円以以上上 円円未未満満 年年間間給給与与所所得得==11,,007700,,000000円円

㋔㋔ 円円以以上上 円円未未満満 年年間間給給与与所所得得==11,,007722,,000000円円

㋕㋕ 円円以以上上 円円未未満満 年年間間給給与与所所得得==11,,007744,,000000円円

㋖㋖ 円円以以上上 円円未未満満 ＡＡ××00..66  ++110000,,000000円円

㋗㋗ 円円以以上上 円円未未満満 ＡＡ××00..77  ｰー    8800,,000000円円

㋘㋘ 円円以以上上 円円未未満満 ＡＡ××00..88  ｰー  444400,,000000円円

㋙㋙ 円円以以上上 円円未未満満 年年間間総総収収入入金金額額××00..99--11,,110000,,000000円円

㋚㋚ 円円以以上上 年年間間総総収収入入金金額額--11,,995500,,000000円円

年年間間総総収収入入金金額額

11,,662244,,000000 11,,662288,,000000

11,,662288,,000000

11,,662222,,000000 11,,662244,,000000

年年間間給給与与所所得得金金額額

555511,,000000

555511,,000000 11,,661199,,000000

11,,662200,,000000 11,,662222,,000000

11,,661199,,000000 11,,662200,,000000

66,,660000,,000000

11,,880000,,000000 33,,660000,,000000

11,,880000,,000000
年年間間総総収収入入金金額額をを44000000でで
割割りり、、そそのの答答ええのの11円円未未満満
をを切切捨捨ててたた後後にに44000000をを掛掛
けけ戻戻ししてて計計算算ししたた額額をを、、
右右ののＡＡににああててははめめててくくだだ
ささいい。。

88,,550000,,000000

66,,660000,,000000 88,,550000,,000000

33,,660000,,000000

−−最最高高1100万万円円※※

−−1100万万円円

妻・長女・長男 

長男 
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給給与与所所得得者者ととそそのの他他のの所所得得者者ががいいるる場場合合はは

１１．．家家族族構構成成  ・ 本   人  （50歳）  年間所得金額    （自営業）3,018,000円  
・ 妻  （45歳） 年間総収入金額   （パート）  990,000円   
・ 長   男  （17歳） 高校生    
・ 長   女  （14歳） 中学生 
・ 次   女  （12歳）   小学生 

２２．．計計算算方方法法  （注） 年間総収入金額を年間総所得金額に換算する。 
① 本人の年間所得金額  3,018,000円 （自営業のため） 
② 妻の年間給与所得金額      990,000円 － 550,000円 － 100,000円＝ 340,000円 

○○年年間間総総収収入入かからら金金額額かからら年年間間給給与与所所得得金金額額をを計計算算すするる方方法法

※10万円未満のときはその金額 
③ 申込世帯の月収額
（本人の年間所得金額＋妻の年間給与所得金額）－（控除額×人数）   ＝申込世帯の月収額

   12 

（3,018,000円＋340,000円）－（38万円×4人＋25万円×１人）   ＝ 132,333 円
 12 

○○控控除除額額
① 同居及び扶養

親族控除

【 入居しようとする親族（本人を除く）及び遠隔地扶養親族】 

38万円      ×        ４４人  ＝                    115522  万円  

② 老人控除対象

配偶者控除

③ 老人扶養控除 10万円      ×    人  ＝      万円 

④ 特定扶養控除

25万円      ×   １１ 人  ＝     2255  万円 

⑤ 障がい者控除

27万円      ×    人  ＝      万円 

⑥ 特別障がい者

控除 40万円      ×    人  ＝              万円 

⑦ 寡婦控除 最高27万円      人 ＝    万円 
（計算後の所得金額が27万円未満のときは、その額） 

⑧ ひとり親控除 最高35万円      人 ＝    万円 
（計算後の所得金額が35万円未満のときは、その額） 

㋐㋐ 円円未未満満 年年間間給給与与所所得得==00

㋑㋑ 円円以以上上 円円未未満満 年年間間総総収収入入金金額額--555500,,000000円円

㋒㋒ 円円以以上上 円円未未満満 年年間間給給与与所所得得==11,,006699,,000000円円

㋓㋓ 円円以以上上 円円未未満満 年年間間給給与与所所得得==11,,007700,,000000円円

㋔㋔ 円円以以上上 円円未未満満 年年間間給給与与所所得得==11,,007722,,000000円円

㋕㋕ 円円以以上上 円円未未満満 年年間間給給与与所所得得==11,,007744,,000000円円

㋖㋖ 円円以以上上 円円未未満満 ＡＡ××00..66  ++110000,,000000円円

㋗㋗ 円円以以上上 円円未未満満 ＡＡ××00..77  ｰー    8800,,000000円円

㋘㋘ 円円以以上上 円円未未満満 ＡＡ××00..88  ｰー  444400,,000000円円

㋙㋙ 円円以以上上 円円未未満満 年年間間総総収収入入金金額額××00..99--11,,110000,,000000円円

㋚㋚ 円円以以上上 年年間間総総収収入入金金額額--11,,995500,,000000円円

年年間間総総収収入入金金額額

11,,662244,,000000 11,,662288,,000000

11,,662288,,000000

11,,662222,,000000 11,,662244,,000000

年年間間給給与与所所得得金金額額

555511,,000000

555511,,000000 11,,661199,,000000

11,,662200,,000000 11,,662222,,000000

11,,661199,,000000 11,,662200,,000000

66,,660000,,000000

11,,880000,,000000 33,,660000,,000000

11,,880000,,000000
年年間間総総収収入入金金額額をを44000000でで
割割りり、、そそのの答答ええのの11円円未未満満
をを切切捨捨ててたた後後にに44000000をを掛掛
けけ戻戻ししてて計計算算ししたた額額をを、、
右右ののＡＡににああててははめめててくくだだ
ささいい。。

88,,550000,,000000

66,,660000,,000000 88,,550000,,000000

33,,660000,,000000

−−最最高高1100万万円円※※

−−1100万万円円

妻・長男・長女・次女 

長男 
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８８.. 申申込込書書のの書書きき方方例例

様様式式第第１１号号(第３条、第 26 条の８関係) 
（表） 

※ ・ ※ 住 宅 番 号     ※ 承認年月日 ※ 入居年月日 ※ 受 付 

申申込込区区分分

市市 営営 住住 宅宅 入入 居居 申申 込込 書書                               
令和７年１２月３日 

門真市長 宮本 一孝 様 
この申込書の記載内容が事実に相違するときは、申込みを無効とされても異議のない

ことを誓約し、次のとおり申し込みます。 
申

込

者 

〒（557711--00005555）
氏 

名 

かかどどまま  たたろろうう 
  門門真真市市中中町町１１番番１１号号 門門真真  太太郎郎 

 （   方）電話 0066（（66990022））11223311 ○○印印
入 居 し よ う と         
す る 者 の 氏 名         性別 生 年 月 日 続 柄 職 業 同 居 

別 居 
扶養の

有・無 
かかどどまま  たたろろうう

男男 昭昭和和4466年年８８月月1100日日  本本  人人
☑会社員 □学生

同・別 有・無 
門門真真  太太郎郎

□無職 □生活保護
□自営業 □その他

かかどどまま  ははななここ
女女 昭昭和和 4477 年年４４月月３３日日  妻妻

□会社員 □学生
同・別 有・無 

門門真真  花花子子 
☑無職 □生活保護
□自営業 □その他

かかどどまま  ままほほ
女女   

平平成成 1122 年年６６月月 1144 日日  子子
☑会社員 □学生

同・別 有・無 
門門真真  真真帆帆

□無職 □生活保護
□自営業 □その他

かかどどまま  けけいいいいちち
男男   

平平成成 1199 年年 1111 月月 1155 日日  子子 
□会社員 ☑学生

同・別 有・無 
門門真真  啓啓一一

□無職 □生活保護
□自営業 □その他

ふりがな 
年  月  日 

□会社員 □学生

同・別 有・無 □無職 □生活保護

□自営業 □その他

別 居 先

の住所 

続柄 
（  ） 
続柄 
（  ） 

主たる 所在地 門門真真市市松松生生町町 19番番 25号号 
生計者の 名 称 （（株株））門門真真屋屋
勤務先 電 話 ００６６－－６６〇〇〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇〇

□ 多子世帯の優遇倍率制度の適用を受けます。

多多子子世世帯帯（（扶扶養養ししてていいるる 1188 歳歳未未満満のの子子どどももがが３３人人

以以上上いいるる世世帯帯））のの優優遇遇倍倍率率制制度度をを受受けけるる場場合合はは、、必必

ずず□□にに✔✔をを付付けけててくくだだささいい。。  

詳詳ししくくはは、、１１ペペーージジををごご覧覧くくだだささいい。。  

PP22７７～～PP３３１１ののああきき家家募募集集・・新新築築募募集集かからら１１

住住宅宅をを選選んんででいいたただだきき、、選選ばばれれたた住住宅宅のの申申込込

区区分分のの番番号号ををごご記記入入くくだだささいい。。  

（裏） 
あなたが住宅に困っている事情は？（あてはまるものに○印をつけ、又は必要事項を記入し

てください。） 

⑴ いま住んでいる住宅の種類

ア 持ち家

イ 親・兄弟・姉妹等の家

ウ 民間賃貸住宅

エ 社宅・寮

オ 公社・ＵＲ賃貸住宅

カ 公営住宅（府営・市営）

キ 間借り

ク その他（ ） 

⑵ 住宅の現況

ア 家 賃 73,000  円

イ 家  族  数 ４４ 人 
ウ 住宅の部屋数 ２２ 室 
エ 畳 数 12  畳

⑶ 住宅に困っている理由

ア 家賃が高い。

イ 住宅が狭い。

ウ 設備が不十分である。

エ 住宅が古くいたんでいる。

オ 他の世帯と同居している。

カ 環境が悪い。

キ 災害の危険性がある。

ク 正当な理由による立ち退きの要求を受けている。

ケ 通勤に不便である。

コ 結婚するため。

サ その他

困っている理由について分かりやすく書いてください。

確 認 事 項 
申請者及び申請者と同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届

□ 出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予

約者を含む。）は暴力団員ではありません。

□□にに必必ずず✔✔をを付付けけててくくだだささいい。。  
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（裏） 
あなたが住宅に困っている事情は？（あてはまるものに○印をつけ、又は必要事項を記入し

てください。） 

⑴ いま住んでいる住宅の種類

ア 持ち家

イ 親・兄弟・姉妹等の家

ウ 民間賃貸住宅

エ 社宅・寮

オ 公社・ＵＲ賃貸住宅

カ 公営住宅（府営・市営）

キ 間借り

ク その他（ ） 

⑵ 住宅の現況

ア 家 賃 73,000  円

イ 家  族  数 ４４ 人 
ウ 住宅の部屋数 ２２ 室 
エ 畳 数 12  畳

⑶ 住宅に困っている理由

ア 家賃が高い。

イ 住宅が狭い。

ウ 設備が不十分である。

エ 住宅が古くいたんでいる。

オ 他の世帯と同居している。

カ 環境が悪い。

キ 災害の危険性がある。

ク 正当な理由による立ち退きの要求を受けている。

ケ 通勤に不便である。

コ 結婚するため。

サ その他

困っている理由について分かりやすく書いてください。

確 認 事 項 
申請者及び申請者と同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届

□ 出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予

約者を含む。）は暴力団員ではありません。

□□にに必必ずず✔✔をを付付けけててくくだだささいい。。  
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ああ  きき 家家 募募  集集

⼀ 般 世 帯 向 け

福 祉 世 帯 向 け

若 者 世 帯 向 け

⾞ い す 乗 ⽤ 者 世 帯 向 け

※※申申込込資資格格はは 11〜〜88 ペペーージジををごご覧覧くくだだささいい。。

※※抽抽選選⽅⽅法法はは 3355〜〜3366 ペペーージジををごご覧覧くくだだささいい。。

※※事事前前にに部部屋屋のの内内覧覧ははででききまませせんん。。
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《《
注注

意意
事事

項項
》》

◎
申申

込込
資資

格格
（（
条条

件件
））
に

該
当

し
て

い
る

か
１１

～～
８８

ﾍﾍ
ﾟ゚ｰー

ｼｼ
ﾞ゙を

ご
確

認
く
だ

さ
い

。
◎

単単
身身

者者
の

方
は

、
「
入

居
人

数
」
欄

の
「「
１１

人人
以以

上上
」」
の

申
込

区
分

か
ら

お
選

び
く
だ

さ
い

。
単単

身身
者者

のの
方方

のの
申申

込込
資資

格格
は

、
５５

～～
６６

ﾍﾍ
ﾟ゚ｰー

ｼｼ
ﾞ゙を

ご
覧

く
だ

さ
い

。
◎

１
世

帯
１

住
宅

の
申

込
み

で
す

。
◎

い
ず

れ
の

住
宅

も
、

入
居

の
際

に
家

賃
の

３３
ヶヶ

月月
分分

のの
敷敷

金金
が

必
要

で
す

。
◎

浴 浴
槽槽

・・
風風

呂呂
釜釜

等等
に

つ
い

て
は

、
１１

００
ペペ

ーー
ジジ

を
ご

確
認

く
だ

さ
い

。

月月
収収

額額
月月

収収
額額

月月
収収

額額
月月

収収
額額

月月
収収

額額
月月

収収
額額

00
～～

11
00
44
,,00

00
11
～～

11
22
33
,,00

00
11
～～

11
33
99
,,00

00
11
～～

11
55
88
,,00

00
11
～～

11
88
66
,,00

00
11
～～

11
00
44
,,00

00
00
円円

11
22
33
,,00

00
00
円円

11
33
99
,,00

00
00
円円

11
55
88
,,00

00
00
円円

11
88
66
,,00

00
00
円円

22
11
44
,,00

00
00
円円

２２
人人

以以
上上

11
下

馬
伏

４
棟

４
０

３
号

室
４

階
ｴ
ﾚ
ﾍ

ﾞｰ
ﾀ
停

止
半

階
段

あ
り

昭
和

５
１

年
度

３
Ｄ

Ｋ
５

１
．

２
㎡

浴
槽

な
し

1
8
,2

0
0

2
1
,0

0
0

2
4
,0

0
0

2
7
,1

0
0

3
0
,9

0
0

3
5
,7

0
0

京
阪

本
線

大
和

田
駅

→
京

阪
バ

ス
京

阪
大

和
田

駅
→

御
領

２２
人人

以以
上上

22
北

岸
和

田
９

棟
３

０
６

号
室

３
階

ｴ
ﾚ
ﾍ

ﾞｰ
ﾀ
停

止
半

階
段

あ
り

昭
和

５
３

年
度

３
Ｄ

Ｋ
５

７
．

６
㎡

浴
槽

な
し

2
0
,2

0
0

2
3
,4

0
0

2
6
,7

0
0

3
0
,2

0
0

3
4
,5

0
0

3
9
,8

0
0

京
阪

本
線

萱
島

駅
→

近
鉄

バ
ス

萱
島

→
巣

本

２２
人人

以以
上上

33
北

島
４

棟
５

０
４

号
室

５
階

ｴ
ﾚ
ﾍ

ﾞｰ
ﾀ
停

止
半

階
段

あ
り

昭
和

５
５

年
度

３
Ｄ

Ｋ
５

５
．

７
㎡

浴
槽

な
し

2
0
,5

0
0

2
3
,7

0
0

2
7
,1

0
0

3
0
,5

0
0

3
4
,9

0
0

4
0
,3

0
0

京
阪

本
線

古
川

橋
駅

 徒
歩

2
0
分

月月
収収

額額
月月

収収
額額

月月
収収

額額
月月

収収
額額

月月
収収

額額
月月

収収
額額

00
～～

11
00
44
,,00

00
11
～～

11
22
33
,,00

00
11
～～

11
33
99
,,00

00
11
～～

11
55
88
,,00

00
11
～～

11
88
66
,,00

00
11
～～

11
00
44
,,00

00
00
円円

11
22
33
,,00

00
00
円円

11
33
99
,,00

00
00
円円

11
55
88
,,00

00
00
円円

11
88
66
,,00

00
00
円円

22
11
44
,,00

00
00
円円

１１
人人

以以
上上

44
下

馬
伏

２
棟

２
０

１
号

室
２

階
ｴ
ﾚ
ﾍ

ﾞｰ
ﾀ
停

止
半

階
段

あ
り

昭
和

５
１

年
度

３
Ｄ

Ｋ
５

１
．

２
㎡

浴
槽

な
し

1
8
,5

0
0

2
1
,3

0
0

2
4
,4

0
0

2
7
,5

0
0

3
1
,4

0
0

3
6
,3

0
0

京
阪

本
線

大
和

田
駅

→
京

阪
バ

ス
京

阪
大

和
田

駅
→

御
領

２２
人人

以以
上上

55
北

岸
和

田
６

棟
１

０
２

号
室

１
階

昭
和

５
３

年
度

３
Ｄ

Ｋ
５

７
．

５
㎡

浴
槽

な
し

2
0
,3

0
0

2
3
,5

0
0

2
6
,8

0
0

3
0
,3

0
0

3
4
,6

0
0

3
9
,9

0
0

京
阪

本
線

萱
島

駅
→

近
鉄

バ
ス

萱
島

→
巣

本

２２
人人

以以
上上

66
北

島
５

棟
４

０
２

号
室

４
階

ｴ
ﾚ
ﾍ

ﾞｰ
ﾀ
停

止
半

階
段

あ
り

昭
和

５
５

年
度

３
Ｄ

Ｋ
５

７
．

５
㎡

浴
槽

な
し

2
1
,3

0
0

2
4
,5

0
0

2
8
,1

0
0

3
1
,7

0
0

3
6
,2

0
0

4
1
,8

0
0

京
阪

本
線

古
川

橋
駅

 徒
歩

2
0
分

【【
福福

祉祉
世世

帯帯
向向

けけ
】】
（（
室室

内内
構構

造造
はは

一一
般般

住住
宅宅

とと
同同

じじ
でで

すす
））

【【
一一

般般
世世

帯帯
向向

けけ
】】
（（
市市

外外
申申

込込
可可

））

予予
定定

家家
賃賃

（（
令令

和和
７７

年年
度度

））
【【
月月

額額
】】

《《
計計

算算
後後

のの
月月

収収
額額

にに
応応

じじ
たた

家家
賃賃

でで
すす

。。
》》

裁裁
量量

世世
帯帯

住住
宅宅

名名
申申

込込
区区

分分
入入

居居
人人

数数
一一

般般
世世

帯帯
裁裁

量量
世世

帯帯

一一
般般

世世
帯帯

入入
居居

人人
数数

申申
込込

区区
分分

交交
通通

条条
件件

備備
考考

間間
取取

りり
（（
㎡㎡

））
竣竣

工工
年年

度度
階階

層層
ｴｴ

ﾚﾚ
ﾍﾍ

ﾞ゙ｰー
ﾀﾀ

棟棟
・・
号号

室室

予予
定定

家家
賃賃

（（
令令

和和
７７

年年
度度

））
【【
月月

額額
】】

《《
計計

算算
後後

のの
月月

収収
額額

にに
応応

じじ
たた

家家
賃賃

でで
すす

。。
》》

棟棟
・・
号号

室室
住住

宅宅
名名

交交
通通

条条
件件

備備
考考

間間
取取

りり
（（
㎡㎡

））
竣竣

工工
年年

度度
階階

層層
ｴｴ

ﾚﾚ
ﾍﾍ

ﾞ゙ｰー
ﾀﾀ

99
．．

募募
集集

住住
宅宅

一一
覧覧

表表
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月月
収収

額額
月月

収収
額額

月月
収収

額額
月月

収収
額額

月月
収収

額額
月月

収収
額額

00
～～

11
00
44
,,00
00
11
～～

11
22
33
,,00
00
11
～～

11
33
99
,,00
00
11
～～

11
55
88
,,00
00
11
～～

11
88
66
,,00
00
11
～～

11
00
44
,,00
00
00
円円

11
22
33
,,00
00
00
円円

11
33
99
,,00
00
00
円円

11
55
88
,,00
00
00
円円

11
88
66
,,00
00
00
円円

22
11
44
,,00
00
00
円円

２２
人人

以以
上上

77
三
ツ
島

１
５
棟
３
０
４
号
室

３
階

ｴ
ﾚ
ﾍ
ﾞｰ
ﾀ
通

過
(１
、
４
、
７
階
停
止

)
昭
和
５
４
年
度

３
Ｄ
Ｋ

５
５
．
４
㎡

浴
槽

な
し

1
9
,1
0
0

2
2
,1
0
0

2
5
,3
0
0

2
8
,5
0
0

3
2
,6
0
0

3
7
,6
0
0

地
下
鉄
鶴
見
緑
地
線
門
真
南
駅

→
京
阪
バ
ス
地
下
鉄
門
真
南
→

三
島
団
地
前

２２
人人

以以
上上

88
四
宮

３
棟
４
０
２
号
室

４
階

ｴ
ﾚ
ﾍ
ﾞｰ
ﾀ
な
し

平
成
２
年
度

３
Ｄ
Ｋ

６
０
．
３
㎡

浴
槽

な
し

2
5
,1
0
0

2
9
,0
0
0

3
3
,2
0
0

3
7
,4
0
0

4
2
,7
0
0

4
9
,3
0
0

京
阪
本
線
萱
島
駅
→
近
鉄
バ
ス

→
四
宮
住
宅
前

２２
人人

以以
上上

99
千
石
西
町

２
棟
７
０
６
号
室

７
階

ｴ
ﾚ
ﾍ
ﾞｰ
ﾀ
停

止
平
成
２
６
年
度

３
Ｄ
Ｋ

５
９
．
９
㎡

浴
槽

あ
り

2
8
,5
0
0

3
2
,9
0
0

3
7
,6
0
0

4
2
,4
0
0

4
8
,4
0
0

5
5
,9
0
0

京
阪
本
線
大
和
田
駅
→
京
阪
バ

ス
京
阪
大
和
田
駅
→
門
真
団
地

月月
収収

額額
月月

収収
額額

月月
収収

額額
月月

収収
額額

月月
収収

額額
月月

収収
額額

00
～～

11
00
44
,,00
00
11
～～

11
22
33
,,00
00
11
～～

11
33
99
,,00
00
11
～～

11
55
88
,,00
00
11
～～

11
88
66
,,00
00
11
～～

11
00
44
,,00
00
00
円円

11
22
33
,,00
00
00
円円

11
33
99
,,00
00
00
円円

11
55
88
,,00
00
00
円円

11
88
66
,,00
00
00
円円

22
11
44
,,00
00
00
円円

１１
人人

以以
上上

11
00

三
ツ
島

８
棟
１
０
６
号
室

１
階

昭
和
５
４
年
度

２
Ｄ
Ｋ

５
７
．
３
㎡

浴
槽

あ
り

2
4
,0
0
0

2
7
,8
0
0

3
1
,7
0
0

3
5
,8
0
0

4
0
,9
0
0

4
7
,2
0
0

地
下
鉄
鶴
見
緑
地
線
門
真
南
駅

→
京
阪
バ
ス
地
下
鉄
門
真
南
→

三
島
団
地
前交交
通通

条条
件件

一一
般般

世世
帯帯

裁裁
量量

世世
帯帯

【【
車車

いい
すす
常常

用用
者者

世世
帯帯

向向
けけ
】】

入入
居居

人人
数数

申申
込込

区区
分分

住住
宅宅

名名
棟棟

・・
号号

室室
階階

層層
ｴｴ
ﾚﾚ
ﾍﾍ
ﾞ゙ｰー
ﾀﾀ

竣竣
工工

年年
度度

間間
取取

りり
（（
㎡㎡

））
備備

考考

予予
定定

家家
賃賃

（（
令令

和和
７７
年年

度度
））
【【
月月

額額
】】

《《
計計

算算
後後

のの
月月

収収
額額

にに
応応

じじ
たた
家家

賃賃
でで
すす
。。
》》

【【
若若

者者
世世

帯帯
向向

けけ
】】
（（
市市

外外
申申

込込
可可

））

一一
般般

世世
帯帯

裁裁
量量

世世
帯帯

交交
通通

条条
件件

備備
考考

階階
層層

ｴｴ
ﾚﾚ
ﾍﾍ
ﾞ゙ｰー
ﾀﾀ

棟棟
・・
号号

室室

予予
定定

家家
賃賃

（（
令令

和和
７７
年年

度度
））
【【
月月

額額
】】

《《
計計

算算
後後

のの
月月

収収
額額

にに
応応

じじ
たた
家家

賃賃
でで
すす
。。
》》

住住
宅宅

名名
申申

込込
区区

分分
入入

居居
人人

数数
間間

取取
りり

（（
㎡㎡

））
竣竣

工工
年年

度度
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新新  築築 募募  集集

⼀ 般 世 帯 向 け

福 祉 世 帯 向 け

若 者 世 帯 向 け

※※申申込込資資格格はは 11〜〜88 ペペーージジををごご覧覧くくだだささいい。。
※※ここのの募募集集区区分分はは希希望望階階層層ななどど住住⼾⼾のの指指定定ははででききまませせんん。。

※※抽抽選選⽅⽅法法はは 3355〜〜3366 ペペーージジををごご覧覧くくだだささいい。。
※※当当選選順順位位にに従従いい、、下下のの階階層層かかつつ室室番番号号のの⼩⼩ささいい住住⼾⼾かからら

順順番番ににああっっせせんんさされれまますす。。
※※当当選選後後ににああっっせせんんさされれたた部部屋屋のの変変更更ははででききまませせんん。。

※※当当選選者者同同⼠⼠ででのの部部屋屋のの交交換換ははででききまませせんん。。
※※事事前前にに部部屋屋のの内内覧覧ははででききまませせんん。。

※※⼊⼊居居はは令令和和 88 年年 44 ⽉⽉末末頃頃をを予予定定ししてておおりりまますす。。
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《《
注注

意意
事事

項項
》》

◎
申申

込込
資資

格格
（（
条条

件件
））
に
該
当
し
て
い
る
か

１１
～～

８８
ﾍﾍ
ﾟ゚ｰー
ｼｼ
ﾞ゙を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◎
単単

身身
者者

の
方

は
、
「
入
居

人
数

」
欄

の
「「
１１
人人

以以
上上

」」
の
申
込
区
分
か
ら
お
選
び
く
だ
さ
い
。
単単

身身
者者

のの
方方

のの
申申

込込
資資

格格
は

、
５５
～～

６６
ﾍﾍ
ﾟ゚ｰー
ｼｼ
ﾞ゙を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
１
世
帯
１
住
宅
の
申
込
み
で
す
。

◎
い
ず
れ
の

住
宅

も
、
入

居
の

際
に
家

賃
の

３ ３
ヶヶ
月月

分分
のの

敷敷
金金

が
必
要
で
す
。

◎
住住

戸戸
のの

指指
定定

はは
おお
受受

けけ
でで
きき
まま
せせ

んん

月月
収収

額額
月月

収収
額額

月月
収収

額額
月月

収収
額額

月月
収収

額額
月月

収収
額額

00
～～

11
00
44
,,00
00
11
～～

11
22
33
,,00
00
11
～～

11
33
99
,,00
00
11
～～

11
55
88
,,00
00
11
～～

11
88
66
,,00
00
11
～～

11
00
44
,,00
00
00
円円

11
22
33
,,00
00
00
円円

11
33
99
,,00
00
00
円円

11
55
88
,,00
00
00
円円

11
88
66
,,00
00
00
円円

22
11
44
,,00
00
00
円円

２２
人人

以以
上上

55
00

千
石

西
町

募
集

住
戸

６
戸

全
階

ｴ
ﾚ
ﾍ
ﾞｰ
ﾀ
ｰ
停

止
令
和
７
年
度

１
Ｄ
Ｋ

３
６
．
３
㎡

浴
槽

あ
り

1
8
,0
0
0

2
0
,8
0
0

2
3
,8
0
0

2
6
,8
0
0

3
0
,7
0
0

3
5
,4
0
0

京
阪
本
線
大
和
田
駅
→
京
阪
バ

ス
京
阪
大
和
田
駅
→
門
真
団
地

２２
人人

以以
上上

55
11

千
石
西
町

募
集
住
戸
２
４
戸

全
階

ｴ
ﾚ
ﾍ
ﾞｰ
ﾀ
ｰ
停

止
令
和
７
年
度

３
Ｄ
Ｋ

５
９
．
９
㎡

浴
槽

あ
り

2
9
,7
0
0

3
4
,3
0
0

3
9
,3
0
0

4
4
,3
0
0

5
0
,6
0
0

5
8
,4
0
0

京
阪
本
線
大
和
田
駅
→
京
阪
バ

ス
京
阪
大
和
田
駅
→
門
真
団
地

月月
収収

額額
月月
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１0. 募集住宅間取り例

３寝室住宅 ３寝室住宅

これは一般的な例示であって、必ずしもこのような
間取りになっているとは限りません。

３寝室住宅 ２寝室住宅

和室
６畳

和室
６畳

物入 押入

押入 物入

浴室

玄関

洋室

ＤＫ

バルコニー

バルコニー

脱衣
洗面

押入

押入 物入

玄関 浴室

．

和室
６畳

和室
６畳

洋室

ＤＫ

Ｐ
Ｓ

バルコニー

脱衣
洗面

和室
６畳

押入

物入物入

洋室
５畳

ＤＫ

玄関
浴室

バルコニー

脱衣
洗面

和室
４.５畳

和室
６畳

押入

押入

物入

洋室
５.４畳

ＤＫ

玄関
浴室

バルコニー

脱衣
洗面
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163

1

柏友会
クリニック

門真巣本
郵便局

巣本
バス停

北岸和田住宅
八
尾
枚
方
線

第
二
京
阪
道
路

寝
屋
川

161

21

門真下馬伏
郵便局

門真市立
第四中学校

御領
バス停

下馬伏住宅

■北岸和田住宅　住所：門真市北岸和田１丁目（交通：京阪本線萱島駅→近鉄バス萱島→巣本）

■下馬伏住宅　住所：門真市江端町（交通：京阪本線大和田駅→京阪バス京阪大和田駅→御領）

１1. 住宅地図

西三荘駅

大和田駅

古川橋駅
新橋住宅 北岸和田住宅

四宮住宅

三ツ島住宅

下馬伏住宅

千石西町住宅

門真住宅

門真市駅

萱島駅

大日駅

大阪
メト
ロ

長堀
鶴見
緑地
線

門
真
南
駅

第二京阪門真IC

深野南寺方大阪線

八
尾
枚
方
線

大阪府警察
門真運転免許試験場

門真市民プラザ
生涯学習センター

門真市立公民館

大阪府立
門真なみはや高等学校

南部
市民センター

砂子小学校

四宮小学校

第五中学校

門真IC

古
川

寝屋川南IC

花博記念公園鶴見緑地

門真Jct

大
阪
メ
ト
ロ
谷
町
線

京阪本
線

大
阪
モ
ノ
レ
ー
ル

大
阪
中
央
環
状
線

近
畿
自
動
車
道

第
二
京
阪
道
路

門
真
市
役
所

八
尾
茨
木
線

八
尾
茨
木
線

守口市

大東市

門真市

寝屋川市

本町住宅

寿住宅

北島住宅

弁天池公園

四宮公園163

1

158

15

21

161

御領西

桑才

三ツ島東

試験場入口

門真団地入口
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第
二
京
阪
道
路 門真団地

バス停

門真市立 砂子みなみこども園

八尾茨木線

千石西町住宅

1

四宮住宅前
バス停

第
二
京
阪
道
路

八
尾
枚
方
線

寝
屋
川

四宮小学校

四宮公園

四宮住宅

1

北島住宅

雅福祉会
きたじま保育園

門真市立
第二中学校

大阪府警察
門真運転免許試験場

五月田町中央公園

三ツ島住宅

門真市立
水桜小学校

1

第
二
京
阪
道
路

なかみち
幼児教室

三ツ島3号
児童遊園

深野南寺方大阪線
三島団地前
バス停

■千石西町住宅　住所：門真市千石西町（交通：京阪本線大和田駅→京阪バス京阪大和田駅→門真団地）

■四宮住宅　住所：門真市北岸和田２丁目（交通：京阪本線萱島駅→近鉄バス→四宮住宅前）

■北島住宅　住所：門真市五月田町（交通：京阪本線古川橋駅 徒歩20分）

■三ツ島住宅　住所：門真市三ツ島６丁目（交通：地下鉄鶴見緑地線門真南駅→京阪バス地下鉄門真南→三島団地前）
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1122.. 抽抽選選方方法法

門真市営住宅の抽選方法は、申込区分ごとに抽選を行うのではなく、1 回の抽選で全ての 

申込区分の当選番号を決める「一連番号方式」とよばれる方法で行います。 

 「一連番号方式」は、多数に区分されたものを一連の抽選により迅速に処理できることから 

一般的に用いられており、他の自治体においても採用されている方式です。 

具体的な例は次のとおりです。 

 最も申込の多い区分の最大抽選番号を選び、その数を十の位、一の位に分け、それぞれに順位

をつけます。 

そして十の位、一の位の数字を順番に組み合わせていきます。 

組み合わせた番号の上から順に各申込区分の該当番号を選び、当選番号とします。 

当選者 1 名と補欠者 2 名を決定致します。 

例えば、最も抽選番号の多い申込区分の最大抽選番号が 9922 番の場合 

(1) まず、十の位の 0 から 9 までの玉 10 個を抽選機に入れます。

抽選器を回して出た玉の順番が９９，，８８，，７７，，６６，，５５，，４４，，３３，，２２，，１１，，００とします。

(2) 次に、一の位も 0 から 9 までの玉 10 個を抽選機に入れます。

抽選器を回して出た玉の順番が９９，，８８，，７７，，６６，，５５，，４４，，３３，，２２，，１１，，００とします。

結果を表にすると次のとおりとなります。 

順 位 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

十の位 ９９  88  77  66  55  44  33  22  11  00  

一の位 99  88  77  66  55  44  33  22  11  00  

(3) 十の位、一の位の数字順位が決まったので、数字を十の位から順に組み合わせていきます。

99， 89， 79， 69， 59， 49， 39 29 19 09 98 

88 78 ･･････30 20 10 00 

これで優先順位が決定しました。 

(4)次に、番号の上から順番に各申込区分の当選と補欠１番目、補欠 2 番目の該当番号を選び
ます。

【例１】抽選番号が１～92 番までの申込区分

99，8899，7799, 6699, 59, 49, 39 29 19 09 98 88 

78 68・・・・ 

92 より大きな抽選番号はありませんので、92 より大きな数字は除外します。 

したがって、当当選選番番号号が 8899 番番、補補欠欠１１番番目目が 7799 番番、補補欠欠 22 番番目目が 6699 番番となります。  
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【例２】抽選番号が１～５番までの申込区分 

45，35，25，15，0055，94，84，74，64，54，44，34，24，14， 

0044，，93，83，73，63，53，43，33，23，13，0033，92，82，72，・・・・ 

５より大きな抽選番号はありませんので、5 より大きな数字は除外します。 

したがって、当当選選番番号号が 55 番番、補補欠欠１１番番目目が４４番番、補補欠欠２２番番目目が３３番番となります。 

【例 3】抽選番号が１～92 番までの申込区分で、8899 番番が欠欠番番となっている場合 

99，89，7799,,  6699,,  5599, 49, 39 29 19 09 98 88 

78 68・・・・ 

99 番は、92 番より大きい数字のため除外、89 番は欠番のため除外します。 

したがって、当当選選番番号号が 7799 番番、補補欠欠１１番番目目が 6699 番番、補補欠欠 22 番番目目が 5599 番番となります。 

≪≪注注意意≫≫  

多子世帯を対象とした優遇倍率制度を受けておられる方は、一人で二つの抽選番号を持って
いますので、複数の当選番号に当該された場合は、最初の当選番号のみ有効な当選番号となり
ます。 

※多子世帯優遇制度とは、募集期間末日現在で、18歳未満の者を３人以上扶養している世帯に

抽選番号を２つ付与される制度です。
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住住宅宅名名   応応募募倍倍率率

四四宮宮 00..77

千千石石西西町町 1166..66

下下馬馬伏伏 22..55

北北岸岸和和田田 00..55

三三ツツ島島 00..55

北北島島 22..00

【【令令和和77年年度度66月月募募集集ににおおけけるる住住宅宅別別応応募募状状況況】】
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